
 

令和４年５月２０日 
自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

道路運送車両法施行規則等の改正について 

～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました～ 
電子化された自動車検査証（以下「電子車検証」という。）の券面記載事項や ICタグの記録

事項、記録等事務の委託手続等を定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省

令が本日公布されました。 

１ 背景 

  令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）により、令和５年１月から自動車検査証を電子化するとともに、

継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務（以下「特定記録等事務」とい

う。）及び自動車検査証の変更記録に関する事務（以下「特定変更記録事務」という。）を

国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度（以下「記録等事務委託制度」

という。）が創設されました。改正法の施行に伴い、電子車検証の記載事項等や記録

等事務の委託手続等を定めました。【別紙１】 

 

２ 概要 

（１）電子車検証の記載事項等【別紙２～４】 

   電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記

載されます。一方、IC タグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住

所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。IC タグの記録情報の書き換えのみ

の場合（継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。）、運輸支局等へ出頭を不要と

することが可能になります。 

※ 自動車検査証の電子化とあわせて、IC タグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコ

ンで閲覧あるいは PDF 等で出力できるよう、令和５年１月より「車検証閲覧アプリ」を提供します。

「車検証閲覧アプリ」をインストールしたユーザーに対しては、自動車検査証の有効期間の更新時

期をお知らせするサービス等を提供する予定です。 

 

（２）記録等事務の委託手続等【別紙５】 

   特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出す

ること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要

な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。 

 

３ スケジュール 

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務の委託申請受付開始） 

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

 
【問い合わせ先】 

〇自動車検査証の記載事項及び特定記録等事務（継続検査）の委託について 

国土交通省自動車局整備課 姉川、野村        03-5253-8111（内線 42424） 

〇特定変更記録事務（変更登録）の委託について 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林  03-5253-8111（内線 42114） 


